
理

由

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
が
、
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
適
切
な
役
割
分
担
及
び
相
互
の
連
携
協
力
が
確
保
さ
れ
、
か
つ

、
被
災
地
域
の
住
民
の
意
向
が
尊
重
さ
れ
、
地
域
に
お
け
る
創
意
工
夫
を
生
か
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み

、
復
興
特
別
区
域
基
本
方
針
、
復
興
推
進
計
画
の
認
定
及
び
特
別
の
措
置
、
復
興
整
備
計
画
の
実
施
に
係
る
特
別
の
措
置
、
復

興
交
付
金
事
業
計
画
に
係
る
復
興
交
付
金
の
交
付
等
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理

由
で
あ
る
。


